
平成 19 年度悪臭防止法施行状況調査について（苦情に係る調査） 

 
 
悪臭苦情の状況 
 
① 苦情件数の推移 
 平成 19 年度の悪臭苦情件数は 17,533 件であり，4 年連続で減少した（図 1）。平成 18
年度（18,805 件）と比較すると，1,272 件（約 6.8％）の減少となった。 
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図1 苦情件数の推移
 

 
② 都道府県別の苦情件数 

平成 19 年度の苦情件数を都道府県別に見ると，東京都の 1,770 件が最も多く，次い

で愛知県 1,590 件，埼玉県 1,244 件，神奈川県 1,131 件，大阪府 1,128 件の順となって

いる。これら上位 5 都府県で総苦情件数の約 39.1％を占めており，都市部における苦情

の多さが目立った。その一方で，苦情件数を前年度と比較すると，47 都道府県中 32 都

道府県で苦情が減少した（表 1，表 2）。 
 

都道府県 件数 都道府県 件数
１ 東 京 都 1,770 １ 宮 崎 県 236
２ 愛 知 県 1,590 ２ 愛 知 県 216
３ 埼 玉 県 1,244 ３ 三 重 県 194
４ 神奈川県 1,131 ４ 山 梨 県 184
５ 大 阪 府 1,128 ５ 大 分 県 180

17,533 137
※人口は平成19年10月1日現在の総務省統計局現在推計人口による

表１　都道府県別苦情件数(上位5都府県）

順位
苦情件数

順位
人口100万対件数

全　　国 全国平均

 
 



都道府県 H18 H19 増減 都道府県 H18 H19 増減
北 海 道 332 369 37 滋 賀 県 173 156 △ 17
青 森 県 154 104 △ 50 京 都 府 455 431 △ 24
岩 手 県 151 159 8 大 阪 府 1,207 1,128 △ 79
宮 城 県 250 277 27 兵 庫 県 519 539 20
秋 田 県 114 98 △ 16 奈 良 県 169 180 11
山 形 県 186 199 13 和歌山県 119 112 △ 7
福 島 県 180 203 23 鳥 取 県 50 44 △ 6
茨 城 県 481 529 48 島 根 県 71 70 △ 1
栃 木 県 317 292 △ 25 岡 山 県 148 154 6
群 馬 県 555 293 △ 262 広 島 県 354 325 △ 29
埼 玉 県 1,314 1,244 △ 70 山 口 県 202 158 △ 44
千 葉 県 890 949 59 徳 島 県 119 98 △ 21
東 京 都 2,014 1,770 △ 244 香 川 県 103 116 13
神奈川県 1,166 1,131 △ 35 愛 媛 県 268 260 △ 8
新 潟 県 262 248 △ 14 高 知 県 78 64 △ 14
富 山 県 52 61 9 福 岡 県 901 761 △ 140
石 川 県 136 122 △ 14 佐 賀 県 114 74 △ 40
福 井 県 161 140 △ 21 長 崎 県 227 210 △ 17
山 梨 県 225 161 △ 64 熊 本 県 147 110 △ 37
長 野 県 347 374 27 大 分 県 252 216 △ 36
岐 阜 県 386 306 △ 80 宮 崎 県 321 270 △ 51
静 岡 県 523 542 19 鹿児島県 270 306 36
愛 知 県 1,681 1,590 △ 91 沖 縄 県 275 226 △ 49
三 重 県 386 364 △ 22 合 計 18,805 17,533 △ 1272

△は減少を示す

表２　都道府県別苦情件数の対前年度比増減状況（単位：件）

 
 
 

 
③ 発生源別の苦情件数 
 平成 19年度の苦情件数を発生源別に見ると，「野外焼却」に係る苦情が最も多く，4,608
件で全体の約 26.3％を占めた。第 2 位は「サービス業・その他」の 2,633 件（約 15.0％），

第 3 位は「その他の製造工場」の 1,848 件（約 10.5％）であった（図 2）。 
  平成 18 年度と比較すると，野外焼却に対する苦情が 621 件（約 11.9％），畜産農業に

対する苦情が 161 件（約 8.5％）減少した。 
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図２ 発生源別苦情件数の推移 

 
 

④ 規制対象とそれ以外の苦情件数との比較 
 平成 19 年度の総苦情件数 17,533 件のうち，悪臭防止法の規制対象となる規制地域内

の工場・事業場に対するものは 7,556 件（約 43.1％）であり，規制地域外の工場・事業

場に対する苦情が 2,212 件（約 12.6％）であった。 
また，「個人住宅・アパート・寮」，「下水・用水」など規制対象外の発生源に対する苦

情が 7,765 件（約 44.3％）であった（表 3）。 
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表３　規制対象・非規制対象別苦情件数

規制地域内 規制地域外 合計発生源別
9,768

(43.1%) (12.6%) (55.7%)
6,104 1,661 7,765

7,556 2,212

(44.3%)
13,660 3,873 17,533
(77.9%) (22.1%) (100%)  

 
 
 


